
５．参考資料
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米の試験上場の認可の公示について

○農林水産省告示第千三百三十五号
商品先物取引法（昭和二十五年法律第二百三十九号）第百五十五条第一項の規定に基づき、

関西商品取引所の上場商品の範囲の変更に係る定款の変更の認可の処分をしたので、同法第三
百五十二条の規定に基づき、次のとおり公示する。
平成二十三年七月十四日

農林水産大臣 鹿野 道彦
一 商品市場を開設する者

関西商品取引所
二 上場商品
イ 範囲の変更前 農産物（大豆（Ｎｏｎ－ＧＭＯ大豆）、大豆（米国産大豆）、小豆及びと

うもろこしをいう。）
ロ 範囲の変更後 農産物（米穀、大豆（Ｎｏｎ－ＧＭＯ大豆）、大豆（米国産大豆）、小豆

及びとうもろこしをいう。）
三 公示することとなった事由

商品先物取引法第百五十五条第一項の規定に基づき、関西商品取引所の既上場商品である
農産物の範囲に、期限（取引を開始した日から二年を経過した日まで。ただし、二年経過前
に取引を開始している限月に限り取引を継続することができるものとする。）を定めて米穀
を追加する旨の定款の変更の認可の処分をしたため。

○農林水産省告示第千三百三十四号
商品先物取引法（昭和二十五年法律第二百三十九号）第百五十六条第一項の規定に基づき、

株式会社東京穀物商品取引所の上場商品の範囲の変更に係る業務規程の変更の認可の処分をし
たので、同法第三百五十二条の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成二十三年七月十四日
農林水産大臣 鹿野 道彦

一 商品市場を開設する者
株式会社東京穀物商品取引所

二 上場商品
イ 範囲の変更前 農産物（大豆（一般大豆）、大豆（Ｎｏｎ－ＧＭＯ大豆）、小豆、とう
もろこし、アラビカコーヒー生豆及びロブスタコーヒー生豆をいう。）

ロ 範囲の変更後 農産物（米穀、大豆（一般大豆）、大豆（Ｎｏｎ－ＧＭＯ大豆）、小豆、
とうもろこし、アラビカコーヒー生豆及びロブスタコーヒー生豆をいう。）

三 公示することとなった事由
商品先物取引法第百五十六条第一項の規定に基づき、株式会社東京穀物商品取引所の既上

場商品である農産物の範囲に、期限（取引を開始した日から二年を経過した日まで。ただし、
二年経過前に取引を開始している限月に限り取引を継続することができるものとする。）を
定めて米穀を追加する旨の業務規程の変更の認可の処分をしたため。
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東京穀物商品取引所公表資料

東京穀物商品取引所が米の受渡しに係る放射性物質の基準値を平成24年４月１日以
降、100bq/kgと決定したことについて
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関西商品取引所資料

関西商品取引所が米の受渡しに係る放射性物質の基準値を平成24年４月１日以降、
100bq/kgと決定したことについて
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